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第５期第４回練馬区地域福祉計画推進委員会 

 

１ 日 時 令和６年５月23日（木）午後６時～午後８時 

２ 場 所 練馬区役所本庁舎５階 庁議室 

３ 出席者 【委員】 

      今井委員、浦嶋委員、大竹委員、岡本委員、木内委員、佐藤委員、田中委

員、千葉委員、月橋委員、中島委員、的野委員、森委員、山本委員、渡邉

委員（以上14名） 

      【区出席者】 

      福祉部長、福祉部管理課長、生活福祉課長、高齢者支援課長、地域振興課

長、協働推進課長、建築課長、地域福祉係長、ひと・まちづくり推進係

長、福祉のまちづくり係長 

４ 公開の可否 公開 

５ 傍聴者 なし 

６ 議 題 

 （１）地域福祉計画取組状況報告について 

 （２）地域福祉に関する国・都の動向について 

 （３）次期練馬区地域福祉計画の策定について 

 （４）意見交換 次期練馬区地域福祉計画の体系（案）について 

 

○委員長 定刻になりましたので、第５期第４回練馬区地域福祉計画推進委員会を開催い

たします。涼しくなったり暑くなったりしていますが、本日は大変暑いですね。梅雨の前

ですから、皆さま是非お体に気をつけていただきたいと思います。 

福祉を目指す中高校生や、保育等の対人支援サービスを希望する人材がどんどん減って

きています。ニーズはたくさんあるのですが、そのニーズに応えるだけの希望者がいませ

ん。今このような厳しい状況に入ってきていますが、これに対し大学としてはどうしてい

こうかという話をちょうど 1時間半くらい前までしていたところです。まさに、人材をど

う確保するかが地域福祉計画の中では非常に重要な課題になってくると思います。そのよ

うなことも含め、今日はたくさんの議題がございますが、皆さんの御協力を賜りながら、

目途としては20時までとして進めていきたいと思います。 

 それでは、今年度より委員構成の変更がありましたので、事務局から説明をお願いいた

します。 

○事務局 本日机上に配布した資料１「第５期練馬区地域福祉計画推進委員会委員名簿」

を御覧ください。次期地域福祉計画は再犯防止推進計画を包含して策定するため、福祉関

係団体として練馬区保護司会より委員を推薦していただき、今年度より、19名体制といた

します。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。 

 区の職員で替わられた方には後ほど自己紹介をしていただくということで次に進めます。
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本日の委員の出席状況、また、この会議の情報公開と傍聴について報告をお願いします。 

○事務局 委員の出席状況についてご報告いたします。現在12名の委員に御出席いただい

ております。 

本日の会議は公開となっておりますが、現在傍聴の方はいらっしゃいません。 

また、会議録は、区のホームページに掲載する予定です。記録がまとまり次第、委員の

皆様にお送りしますので、確認をお願いいたします。 

○委員長 それでは、配付資料の確認について説明をお願いいたします。 

○事務局 （資料確認） 

○委員長 ありがとうございました。 

 議題に入る前に、区職員に異動がありましたので、改めて自己紹介をお願いいたします。 

（職員自己紹介） 

○委員長 ありがとうございました。 

 今年度は、地域福祉計画策定年度になりますので、計画策定の支援をしていただく事業

者の方も会議に参加されます。御挨拶をお願いいたします。 

（株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 挨拶） 

○委員長 ありがとうございました。 

 新しい方々共々、皆さんで力を合わせて計画の策定およびその実行、確認等に今後も御

協力をお願いします。 

それでは、議題に入りたいと思います。次第２の「地域福祉計画取組状況報告について」

事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 資料２を御覧ください。 

現行の地域福祉計画に位置づけた60の事業について、令和５年度の実績、課題、令和６

年度の取組予定をまとめたものになります。 

まず、左上の表「令和５年度評価結果」を御覧ください。こちらは、５つの施策におけ

る60の事業の評価結果になります。欄外に評価項目について説明しておりますが、Ａ＋は

「計画以上に進んだ」、Ａは「概ね計画どおり」、Ｂは「遅れや修正が生じた」になります。

結果は、Ａ＋は４事業、Ａは59事業、Ｂは０事業となりました。 

その下の表が、各事業の評価結果となります。令和５年度の取組実績、課題、令和６年

度の取組内容について、事業を担当する課から回答を得てまとめたものになります。それ

では、親会が担当している施策１・２の事業を中心に、御報告します。 

【施策１ 区民との協働と地域の支え合いを推進する】 

事業番号１「町会・自治会の活性化」 

（令和５年度の取組） 

・転入手続き時の加入の働きかけ 

・町会・自治会が加入促進を行う際のグッズの提供や貸出 

・デジタル講習会の実施およびアドバイザー派遣による相談対応 

（課題） 

・加入率の減少や役員のなり手不足 

（令和６年度の取組） 
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・５年度の取組に加えて課題解決のためのコンサルタントを派遣する事業を検討 

事業番号２「民生・児童委員の活動支援、制度の周知」 

（令和５年度の取組） 

・例年どおり５月の活動強化週間に合わせ、パネル展を実施 

・地区祭等でチラシやティッシュの配付 

（令和６年度の取組） 

・５年度の取組を継続 

事業番号３「『つながるカレッジねりま』へのリニューアル」 

（令和５年度の取組） 

・５つのテーマの講座を実施 

（課題） 

・受講生と区職員との関係作り 

・地域活動を体験する場の提供 

・受講者同士が交流できる場の提供 

（令和６年度の取組） 

・体験の場の提供に向けて町会・自治会等との調整 

事業番号４「ＮＰＯ法人等の活動支援」 

（令和５年度の取組） 

・「練馬つながるフェスタ」の開催 

・地域団体のニーズの聞き取りおよび施策の検討 

（課題） 

・地域活動団体同士の交流の機会の充実 

（令和６年度の取組） 

・引き続き、地域活動団体同士の交流の機会を充実 

事業番号５「練馬こどもカフェの充実」 

（令和５年度の取組） 

・在宅子育て世帯を対象に、民間カフェ等と協働し、区内８カ所で実施 

（課題） 

・実施場所に地域差 

・多くの子育て世帯へ周知の必要 

（令和６年度の取組） 

・さらに２カ所で事業を開始 

・子育て応援アプリを利用した周知 

事業番号６「街かどケアカフェの充実」 

（令和５年度の取組） 

・常設型カフェを６カ所で運営 

・地域サロン型カフェは４カ所増 

｟増加を３カ所と予定していたものが４カ所となったため、Ａ＋の評価｠ 

・介護サービス事業者だけではなく障害者福祉活動に取り組んでいる団体を含む４団体 
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 と協定締結 

・出張型街かどケアカフェを27カ所で実施 

（令和６年度の取組） 

・地域サロン型の運営団体に対する補助金を導入 

事業番号８「地域福祉コーディネーターによる地域福祉の基盤づくり」 

（令和５年度の取組） 

・ネリーズの登録人数は昨年度から10人増え703人 

（課題） 

・対面でのネリーズ懇談会等を通して新たな取組の検討が必要 

事業番号９「地域おこしプロジェクトの充実」 

（令和６年度の取組） 

・令和６年度から「ねりま協働ラボ」に発展させ、新たな取組を開始 

【施策２ 福祉サービスを利用しやすい環境をつくる】 

事業番号13「福祉・保健相談窓口を調整するコーディネーターの配置」 

（令和５年度の取組） 

・コーディネーターを配置 

・複合的な困難ケースの調整 

（令和６年度の取組） 

・関係機関のケース検討会議への参加や個別ヒアリングによる事例収集 

事業番号16「ひきこもり・8050問題への支援の充実」 

（令和５年度の取組） 

・社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターを２名増員し、複合的な課題を抱えなが 

らも支援につながらない世帯に対するアウトリーチ支援を開始 

相談件数は延べ1,668件 

｟地域福祉コーディネーターを増員して体制の強化を図ったことから、Ａ＋の評価｠ 

・居場所支援として、長期間ひきこもり状態にある方に対し、社会参加のきっかけづく 

りとなるような事業を開始 

・保健相談所では地域精神保健相談員と保健師が連携して支援し、専門医・保健師によ 

る相談を実施 

（令和６年度の取組） 

・さらに２名増員 

・居場所支援ではレディースデイ等を設け、メタバース居場所の情報の収集 

事業番号17「生活困窮世帯の自立支援を推進」 

（令和５年度の取組） 

・生活困窮世帯への支援として、生活サポートセンターの相談支援員を増員 

・定期的な相談を石神井総合福祉事務所や石神井障害者地域生活支援センターで実施し、 

生活サポートセンター職員によるアウトリーチ相談も実施 

・国の住宅確保給付金の支給のほか、区独自のエアコン購入費の助成事業を実施 

・生活保護受給世帯への支援では、ケースワーカーの人員を確保し受給世帯増加に対応 
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｟区独自の助成事業を開始したことからＡ＋の評価｠ 

（令和６年度の取組） 

・生活サポートセンターでのオンライン相談を実施 

事業番号19「福祉人材の確保・育成・定着事業」 

（令和５年度の取組） 

・練馬福祉人材育成研修センターと保育士の人材確保支援事業等の実績を報告 

（課題） 

・福祉業界の担い手確保 

・障害のある高齢者の増加等の複雑化した課題に対応する人材の確保・育成 

（令和６年度の取組） 

・さまざまな研修等の事業を実施 

事業番号22「避難行動要支援者の安否確認体制の強化」 

（令和５年度の取組） 

｟概ね計画どおり取組を実施｠ 

・避難拠点、地域包括支援センター、介護事業者との安否確認訓練 

・介護サービス事業者とのサービス提供訓練 

・震災時および台風接近時の個別避難計画の作成 

 つづいて、福祉のまちづくり部会が担当する施策３・４のご報告です。 

【施策３ ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを進める】 

｟概ね計画どおり進んだとの評価｠ 

取組項目３-１「鉄道駅や周辺のバリアフリーを充実させる」 

駅のバリアフリー化の促進や公共施設までの経路のバリアフリーに関する事業を実施 

取組項目３-２「公共施設のユニバーサルデザインを推進する」 

公共施設等のバリアフリーを整備 

取組項目３-３「誰もが安心して使える・気軽に行ける身近な民間施設を増やす」 

民間建物のバリアフリー改修や技術者対象研修等に実施 

【施策４ 多様な人の社会参加に対する理解を促進する】 

取組項目４-３「やさしいまちづくりの取組を広げる」 

事業番号41「ユニバーサルデザイン推進ひろばの充実」 

ユニバーサルデザインを学べるeラーニング受講者数が3,385人、累計5,908人 

｟目標数を上回り、Ａ＋の評価｠ 

｟それ以外の取組項目は概ね計画どおり進んだとの評価｠ 

取組項目４-１「学び合いで、個性を伸ばし、感性を育む」 

区民向けに多様な人との相互理解を促進する事業を実施 

取組項目４-２「利用しやすい情報や案内で安心・快適な生活を支える」 

情報面でのユニバーサルデザインを推進 

その他の取組項目 

外国人に向けた取組等を実施 

つづいて、権利擁護部会が担当する施策５についてです。 
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【施策５ 権利擁護が必要な方への支援体制を整備する】 

｟概ね計画どおり進んだとの評価｠ 

取組項目５-１「成年後見制度の利用を支援する」 

ネットワーク構築のための取組や周知啓発を実施 

取組項目５-２「法人後見や市民後見人等の活用を推進する」 

法人後見や市民後見人の養成等の取り組みを実施 

取組項目５-３「権利擁護に関連する支援事業を充実する」 

権利擁護に関する事業を実施 

取組状況評価の報告は以上です。 

○委員長 ありがとうございました。 

 親会の所掌事項である施策１・２を中心にお伺いしたいと思いますが、まず、施策１に

ついて御意見や御質問はございますか。 

○委員 事業番号７「相談情報ひろば」は、事業番号６「街かどケアカフェ」と内容はほ

ぼ一緒ですが、認知度がかなり低いため、どうにかできないかと前回提言しましたが、さ

っそく「相談情報ひろば」のリーフレットが「街かどケアカフェ」に大量に送られてきま

した。ここまでやっていただければ、あとは「街かどケアカフェ」が「相談情報ひろば」

のことを広めていかなければならないと感じました。それぞれ担当課は違いますが、住民

は同じ尺度で考えますから、課を超えて一緒にやっていけたらいいと思います。 

○委員長 ありがとうございました。 

 さっそく対応していただいたということです。 

○委員 事業番号４「ＮＰＯ法人等の活動支援」の令和５年度の実績である「相談対応」

とは、個人から区への相談ということですか。 

○協働推進課長 ＮＰＯ法人の団体からの相談です。 

○委員 相談としてはどのような内容が多いのですか。 

○協働推進課長 ＮＰＯ法人は特定の分野ですので、他に同じような活動をしているとこ

ろはないかとか、自分たちの助けとなるようなつながれる団体はないかといった質問が多

く寄せられています。また、運営状況についての税務相談もあります。 

○委員 連携を求めているところが多く、助け合えるところとつながりたいということだ

と思いますが、どんな形で対応されているのですか。 

○協働推進課長 団体のリストを作成しており、ＮＰＯ法人に限らず、地域活動団体、ボ

ランティア団体、町会・自治会も登録しているため、そのリストから団体を紹介していま

す。税務相談に関しては、ビジネスサポートセンターをご案内しています。 

○委員 事業番号５「練馬こどもカフェの充実」の令和６年度の取組内容の中で「子育て

応援アプリを利用し、より効果的な周知を行う」とありますが、何をもって効果的と捉え

ているのですか。何を目標として、どうすれば効果的な周知となると考えているのでしょ

うか。 

○福祉部管理課長 所管のこども施策企画課に代わりお答えします。会合やイベントやサ

ービスが必要な方に情報がきちんと届くように、子育て応援アプリを活用して周知を行う

ということであると考えています。 
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○福祉部長 子育て応援アプリは、プッシュ型と聞いています。必要な情報が必要な方に

行くようにするということで、例えばこどもカフェをやる場合、その対象となる年代の方々

に開催日時や場所や内容や、保育士や幼稚園の先生が来て子育ての相談ができる等のお知

らせを送るそうです。とにかく来ていただかなければ知っていただけないため、気軽に来

ていただけるように周知しているようです。子育て応援アプリだけではなく、区にはいろ

いろなアプリがあるため、ホームページやＳＮＳも含め、まずは来ていただけることを第

一歩に効果的な周知を行っていきたいと考えています。 

○委員 適切な方に適切な情報が行き渡るようにということは、練馬こどもカフェを充実

させていく上で必要だと思いますが、どのタイプの方にどれくらい情報が届いたのかとい

った内容が最終的に公表されることを望みます。 

○福祉部長 子育て応援アプリに限らず、いろいろなアプリが区の中でもできていますの

で、効果的に周知するとは言っても、本当に届いているのかしっかりと検証していきたい

と思います。 

○副委員長 全体としてＡ以上の評価を得ていることはいいと思います。「練馬こどもカ

フェ」との関連があるのかもしれませんが、こども食堂の取組が地域福祉計画の中に位置

づけられていません。おそらく他の所管の計画に記載されているのではないかと思います

が、こども食堂もかなり重要な地域とのつながりであり、子どもの居場所となっています。

そのあたりをどのように捉えたらいいのでしょうか。生活困窮の生活支援ということでは

地域福祉とも絡んでくるのではないでしょうか。 

○協働推進課長 こども食堂については、地域の方々の自発的な活動ということで、子ど

もの居場所だけではなく、大人から子どもまでの多世代交流の場になっていると感じてい

ます。おそらく他の計画には掲載されていないと思われますので、地域福祉計画に入れる

かどうか検討していきたいと考えています。 

○福祉部管理課長 やはり、地域のつながりの拠点として、特に最近になってクローズア

ップされてきた取組ではないかと思います。練馬区でも、令和５年度に食材料費等の価格

高騰に対する補助を実施し、６年度も実施し支援しています。協働推進課では、連絡会を

設けたりしてこども食堂同士の交流を実施しています。次期計画では、地域の団体のつな

がりや活動の交流といったところで位置づけていけるといいと思います。 

○副委員長 今回の計画の分析に基づいて次期の計画を立てるわけですから是非ご検討く

ださい。 

 もう１点、事業番号１「町会・自治会の活性化」について、現在の練馬区の町会の加入

率は３割くらいですか。 

○地域振興課長 だいたい33％くらいです。 

○副委員長 民生委員は、町会に加入している人から選んでいるのでしょうか。 

○地域振興課長 そこまで限定はしていません。 

○副委員長 ３割というのは、23区では平均的な数字で、東京は相当厳しい状況かと思い

ます。今後は減少傾向にあるのでしょうか。 

○地域振興課長 加入率の33％は23区の中では低いほうで、どんどん減少傾向にあります。 

○副委員長 練馬区は人口が増えており、新しい若い人が入ってくるため、加入率が低い
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ということでしょうか。このことは、評価はＡですが、地域福祉の基盤となるとことでも

あるため、いい方法はないのかと考えてしまいました。 

○委員 同じく事業番号１「町会・自治会の活性化」について、練馬区は駅前再開発が進

んでおり、高層マンションが増えてくると思われますが、マンションの居住者の町会加入

の促進についてはどのような取組をされているのでしょうか。 

○地域振興課長 集合住宅における加入促進ハンドブックを作成しており、それを配布し、

マンションに住まわれている方の加入促進を進めています。 

○委員 マンションに住んでいる方は、ある意味での閉鎖性を持ち、町会への加入を促す

のは困難であると思います。マンションの方々に特化して、より町会・自治会を知っても

らうような取組等の積極的なアプローチがあるのでしょうか。 

○地域振興課長 もちろん、町会の加入促進は非常に重要な課題であると認識しています。

また、区といたしましても、練馬区町会連合会等とも話し合いながらさまざまな取組をし

ているところです。３月の「ねりま区報」においても町会の加入促進の特集記事を掲載し、

促進を進めているところです。 

○委員 練馬区町会連合会の副会長を務めていますが、先日総会が開かれたのでご報告し

ます。駅の北口に住んでいますが、３年前に高層マンションが建ちました。70数世帯が入

居するとのことで、役所の指導のもと、建築会社との話し合いがあり、ビルが竣工した暁

には70世帯が町会に加入するとの連絡をもらいました。しかし、入居が始まると、今度は

マンションの管理会社から連絡があり、そういった話は聞いていないということでした。

入居してきたのは比較的若い層の夫婦が多く、住民の管理組合で検討していただいたので

すが、結果的には加入はしないということになってしまいました。役所のお骨折りをいた

だいても、効果がなかったということです。そういった事例がありました。 

○委員長 厳しいですね。中央区では加入率を公表しません。数えることすらしない所も

あります。しかし、行政の区民サービスの提供には住民の協力がないとできないこともた

くさんあります。町会・自治会は皆で一体となって地域をつくっていく基礎的なものであ

り、そこにテコ入れをしていくことは重要です。打ち出の小槌のような解決策はないにし

ても、さまざまな作戦や取組を使い進めていっていただきたいと思います。 

 それでは施策２について、御意見や御質問はございませんか。 

○委員 事業番号18「住まい確保支援の実施」について、居住支援協議会を開催し、伴走

型支援を実施しているという非常に意欲的な取組であると思いました。表には申込件数や

提供件数等が記載されていますが、実際に支援をした結果、住まいの確保につながった件

数は、申込件数と比較してどのくらいの状況だったのでしょうか。 

○生活福祉課長 支援方法は２つあり、伴走型で実施しているほうは成約率が高い傾向に

あります。住まいと本人をマッチングする事業についてはほとんど成約することはなく、

それが特徴であり課題となっています。そういった傾向は23区に共通しています。 

○委員 例えば、住宅相談等で積極的にニーズを聞きマッチングしていくような取組は推

進されているのでしょうか。 

○生活福祉課長 障害のグループホーム等の福祉サービスとしての拡充はあります。今後

は、住まい確保困難者と住まいをマッチングしていくためには、当事者の理解をしていた
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だくと同時に、オーナーが安心して貸し出すことができる支援を検討していかなければな

りません。現在、高齢者の場合は、緊急通報システムを導入することで何かあった時には

駆け付けられるようにして、オーナーの安心を確保し住まいを供給してもらうようにして

きていますが、もう一歩踏み込んだ支援が今後必要になってくるのではないかと考えてい

ます。 

○委員長 生活サポートセンターでも住宅相談を行っているかと思います。伴走型の具体

的事例がありましたら御紹介ください。 

○委員 生活サポートセンターでは、生活困窮の方々の相談窓口ということで、収入が減

りこれまでと同じ住まいに住むことが難しくなり転宅が必要となる方が多くいらっしゃい

ます。そういった場合、自身で次の住まいを探すことが困難な場合に我々が頼りにすると

ころは居住支援法人であり、そことの連携が大事です。そこでは伴走型支援を行っており、

密に連携を取りながらそこに住まいを探してもらい、我々が相談者につないでいくといっ

た動きがあります。そのように居住支援法人の存在は大きいと思っております。 

○委員 事業番号16「ひきこもり・8050問題への支援の充実」について、「あすはステーシ

ョン」を東大泉敬老館の跡に増やすということを前回伺いました。我々もひきこもりの方々

のために月に１回カフェを開いていますが、実際には開いてもほとんど来ることはなく、

スタッフ３人がゲームをしながらいつかは来るのではないかと過ごしています。「あすは

ステーション」のような施設をあちこちにつくる計画があると思いますが、我々のような

ボランティア団体も一緒に取り組んで進めていっていただけると嬉しいのですが、どのよ

うにお考えでしょうか。 

○生活福祉課長 昨年度から、「あすはステーション」のような居場所をつくってきました。

１年間で、実人数ベースとして56名の方が新たにあすはステーションにつながってきまし

たが、これを多いと思うか少ないと思うかということはあります。支援をしていて思うの

は、まず居場所に来る以前に、家から出てきてもらうために、家族支援や本人に向けたア

ウトリーチ訪問支援を行い、外に出る気持ちを喚起することが必要だということです。ま

た、来ていただいた時に、つなぎ先として、新しく設けた居場所もありますが、ボランテ

ィア団体や相談情報ひろば等、各自のニーズに応じたつなぎ先を社協が模索してつないで

いただいている。「あすはステーション」があるからひきこもりのことは全部そこで対応す

るのではなく、その人その人に応じた支援をできる場がたくさんあるため、情報を集約し、

一人ひとりに応じた場所につなげられるように体制づくりを工夫していきたいと考えてい

ます。 

○委員 社協から我々の団体に紹介されて来られる方も結構おり助かっています。 

○副委員長 それぞれの方が多様な思いと課題をお持ちですので、その一人一人に応じた

場所をつくっていくことが大事だと思います。今まではひきこもりは男性が多かったので

すが、コロナ以降女性が増えてきました。女性の場合、男性が一緒にいると辛いというこ

とがあるため、女性だけの場をつくることも広がってきています。そういった多様な場を

つくっていく中で、どこか一つの場だけでできるということではないと思います。 

○委員 ひきこもりにしても何にしても、今なされていることはほとんど対処療法です。

2024年２月27日の日経新聞に、養老孟司先生の「子どもを野に放て！」という本が紹介さ
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れていました。少子化の中、塾で勉強するのは答えのある問題で、そんな問題をいくら勉

強しても新しいＩＴの時代には対応できずにＩＴ小作人になるということです。いくら便

利な近代化文明を使っても手数料はすべてＧＡＦＡに入ってしまいます。塾で答えのある

問題を解くのではなく、町会に入りお祭りをやったりスイカを割ったりするといった基本

的に生きていくベースの経験が大切であると言っています。また、５月18日の紙面には「体

験格差」という言葉が載っており、幼児期の体験が、新しいクリエイティブな才能を生む

ということを言っています。そのようなクリエイティブな才能を育てないと日本の教育は

ダメになるため、子どもは野に放てと言いたいです。 

○委員長 子どもだけではなく、人はそれぞれ個性を持っているため、各々が自分の生き

方を選択し経験する用意ができるのが一番いいという御意見であると思います。それを地

域で支えていく体制をつくっていくということではないでしょうか。 

○委員 ボランティアセンターではひきこもり状態や社会から孤立している方の相談を受

けています。社会への一歩をなかなか踏み出すことが難しい方への支援のひとつとしてボ

ランティアコーナーに来ていただいて、まず人や場所に慣れることを通して職員と信頼関

係づくりに取り組んでいます。その後、ボランティア団体につなげていくこともあります

が、場所も大事ですが、信頼できる方へつなげていきたいため、そういった方との関係構

築も大事であると思います。 

○委員 今、小学校以降でＩＣＴ化が進んでいる状況の中、出席の確認や授業をタブレッ

トを使ってやることが増えてきています。そこで、教育者が子どもの顔を見たり返事を聞

いたりする回数が減ってきているそうです。そのため、子どもが抱えている問題に気づけ

なくなってしまった事例をいくつか聞きました。こういったところでも、教育や保育の質

の向上は重要で、教育の現場で子どもの困難をみてあげられないことから、地域単位で子

どもを含め住人をみていくことが大事であると思いました。 

○委員長 貴重な御意見をたくさん頂戴しありがとうございます。 

 それでは施策３、４、５およびその他について、御意見や御質問はございませんか。 

○委員 事業番号28「より使いやすい区立施設・区立公園の整備」について、孫や娘に聞

いたところ、最近公園は危ない遊具をなくし、新しい遊具ができて楽しいけれど、どこの

公園も同じ遊具になってしまったと言っていました。今までは、ゾウさん公園やカバさん

公園といった特徴のある公園があったそうですが、最近は遊具が皆同じです。保育園の子

どもたちにとっては公園が遊園地代わりですから、少し変わった遊具を考えていただけな

いでしょうか。 

○建築課長 公園を築造する上では、地元の方の意見を伺うようにしています。バリアフ

リーについては意見聴取をし、子育て世代の方や障害を持っていらっしゃる方の意見も聞

き、地元には広く声掛けをした上で設計に取り組んでいますが、遊具については危険性を

考慮しなければならず、安全なものを選んでいかなければなりません。しかし、地域の特

性を踏まえて設計するようにしており、本日いただいた御意見は担当部署に伝え、今後さ

らに検討していきたいと思います。 

○委員 公園等の場所について、最近電車が高架にされていますが、高架下の空いたスペ

ースを公園にして近所の保育園が使えるようにしてはどうでしょうか。これは事業者の問
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題かもしれませんが、いつももったいないと思って見ています。 

○建築課長 高架にあたっては、行政もお金を出していますので、何％は行政で使ってい

いという話もあり、駐輪場等をつくったりしています。公園ということでは、高架下は暗

いということもありますが、所管課に伝え有効に活用できるか検討していきたいと思いま

す。 

○委員 事業番号26「駅のバリアフリー化の促進」について、石神井公園駅と練馬高野台

駅のホームドア整備に着手しているとの記載があり、順次別の駅でも進められると思いま

すが、大泉学園駅はカーブして危険です。駅の乗降者数を考えても、事故が起きる前に何

とか西武鉄道と対策していただけないでしょうか。 

○建築課長 これまで区としても対策できないかと西武鉄道には話をしていましたが、西

武鉄道側からは、駅の曲線構造の問題やホーム幅の狭さについての説明がありました。し

かし、今月、西武鉄道から大泉学園駅について検討していくという話があり、ホームペー

ジでも発表されていますので、今後に期待していただきたいと思います。 

○委員長 大泉学園駅は確かに怖いです。 

他にはございませんか。それでは、次第３の「地域福祉に関する国・都の動向について」

ジャパンインターナショナル総合研究所から説明をお願いいたします。 

○主任研究員 資料３に沿って説明いたします。 

Ⅰ 地域福祉に関連した動向 

〔国の動向〕 

国は、平成28年６月の「ニッポン一億総活躍プラン」において、少子高齢化や人口減少､

地域のつながりの希薄化等の社会情勢を踏まえ､国民の安心した生活を支える新しいビジ

ョンとして｢地域共生社会｣を打ち出しました。 

それ以降、｢地域共生社会｣の実現を目指して、平成30年４月施行の社会福祉法の改正を

はじめ、生活困窮者自立支援、子どもの貧困対策、孤独･孤立対策、困難な問題を抱える女

性への支援、ＬＧＢＴ理解増進法、こども基本法等、多くの法律を施行しています。 

■地域福祉に関連する主な動向 

平成27年度 「生活困窮者自立支援法」施行 

「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」厚生労働省報告書 

平成28年度 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」施行 

「ニッポン一億総活躍プラン」閣議決定 

「再犯の防止等の推進に関する法律」施行 

平成30年度 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の 

一部を改正する法律」施行 

令和元年度 「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」施行 

令和３年度 「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」施行 

「孤独・孤立対策の重点計画 令和３年度」閣議決定 

「第二期成年後見制度利用促進基本計画」閣議決定 

令和４年度 「第二次再犯防止推進計画」閣議決定 

令和５年度 「こども基本法」施行 
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「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解 

 の増進に関する法律」施行 

令和６年度 「孤独・孤立対策推進法」施行 

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」施行 

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」施行 

１ 「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」最終

とりまとめ（令和元年） 

平成28年の「ニッポン一億総活躍プラン」で地域共生社会の理念が示され、厚生労働省

は「地域共生社会の実現」を福祉改革を貫く基本コンセプトに掲げ，対人支援領域におけ

る包括的な支援の体制を構築するため，「断らない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向

けた支援」の３つの支援を一体的に行う新たな事業を創設すべきであるとの提言がなされ

ました。市町村の包括的な支援体制の構築に向けた新たな事業の枠組みは資料に示すとお

りです。 

２ 「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」公布（令和２年） 

これに基づき重層的支援体制整備事業が新たに創設されました。 

３ 「孤独・孤立対策の重点計画」策定（令和３年） 

 基本理念は資料のとおりです。 

 基本方針 ① 孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする 

      ② 状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる 

      ③ 見守り・交流の場や居場所づくりを確保し、 

人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを行う 

      ④ 孤独・孤立対策に取り組むＮＰＯ等の活動をきめ細かく支援し、 

官・民・ＮＰＯ等の連携を強化する 

４ 「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」（令和４年） 

生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理が行われ、この論点整理を踏まえ、制

度改正に向けた具体的な検討を深めていく予定となっています。 

５ こども基本法、こども家庭庁設置法 

こども基本法は、日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、すべて

のこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども

政策を総合的に推進することを目的としています。こどもに関するさまざまな取組を講ず

るに当たっての共通の基盤となるものとして制定されました。 

６ こども大綱（令和５年12月） 

こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」が掲げられ、すべてのこども・若者が、身

体的・精神的・社会的な幸福な生活を送ることができる社会を目指していくことになりま

した。 

〔都の動向〕 

１ 第二期東京都地域福祉支援計画（令和３年度） 

今まで都では策定されていなかった計画ですが、社会福祉法の改正等を受け、平成29年

度に「東京都地域福祉支援計画」を策定し、現在は「第二期東京都地域福祉支援計画」が
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計画期間となっています。  

基本理念は資料のとおりです。 

地域福祉推進のための施策の方向性  

  【テーマ①】地域での包括的な支援体制づくりのために 

【テーマ②】誰もが安心して地域で暮らせる社会を支えるために 

【テーマ③】地域福祉を支える基盤を強化するために 

Ⅱ 成年後見に関連する動向 

〔国の動向〕 

■成年後見に関連する主な動向 

平成28年度 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」成立 

平成29年度 「成年後見制度利用促進基本計画」策定 

令和４年度 「第二期成年後見制度利用促進基本計画」策定 

        第一期計画における課題を踏まえ，成年後見制度利用促進専門家会議で 

の検討を経て，令和４年３月に第二期計画が閣議決定されました。 

   優先して取り組む事項 ① 任意後見制度の利用促進 

              ② 担い手の確保・育成等の推進 

              ③ 市町村長申立ての適切な実施 

              ④ 地方公共団体による行政計画等の策定 

              ⑤ 都道府県の機能強化による 

地域連携ネットワークづくりの推進 

Ⅲ 再犯防止に関連する動向 

〔国の動向〕 

■再犯防止に関連する主な動向 

平成28年度 「再犯の防止等の推進に関する法律」成立 

平成29年度 「再犯防止推進計画」策定 

令和５年度 「第二次再犯防止推進計画」策定 

７つの重点課題について96の具体的施策が盛り込まれました。 

① 就労・住居の確保等 

② 保健医療・福祉サービスの利用の促進等 

③ 学校等と連携した修学支援の実施等 

④ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導 

⑤ 民間協力者の活動の促進 

⑥ 地域による包摂の推進 

⑦ 再犯防止に向けた基盤の整備 

〔都の動向〕 

１ 第二次東京都再犯防止推進計画（令和６年） 

主な取組 ① 就労・住居の確保等のための取組 

② 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組 

③ 非行の防止・学校と連携した修学支援等のための取組 
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④ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等のための取組 

⑤ 民間協力者の活動の促進，広報・啓発活動の推進等のための取組 

⑥ 再犯防止のための連携体制の整備等のための取組 

Ⅳ 福祉のまちづくりに関連する動向 

〔国の動向〕 

■福祉のまちづくりに関連する主な動向 

平成17年度 「ユニバーサルデザイン政策大綱」策定 

平成18年度 「バリアフリー新法」施行 

平成20年度 「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」策定 

平成25年度 「交通政策基本法」施行 

平成26年度 「障害者権利条約」批准 

平成28年度 「障害者差別解消法」施行 

平成29年度 「ユニバーサルデザイン2020行動計画」策定 

１ 改正バリアフリー法（平成30年11月、平成31年４月施行） 

 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機としたさらなる取組の

推進を図るため，バリアフリー法が改正されました。 

改正内容 ① 基本理念／国及び国民の責務 

② 公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進 

③ 地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進 

２ 改正バリアフリー法（令和２年６月、令和３年４月施行） 

３ ユニバーサル社会実現推進法（平成30年12月公布） 

すべての国民が、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるも

のであるとの理念にのっとり、障害のある人、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活

が確保されることの重要性に鑑み，ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ

一体的に推進することを目的として制定されました。 

〔都の動向〕 

■福祉のまちづくりに関連する主な動向 

平成21年度 「東京都福祉のまちづくり条例」施行 

 「東京都福祉のまちづくり推進計画」策定（平成21年度～平成25年度） 

平成26年度 「東京都福祉のまちづくり推進計画」策定（平成26年度～平成30年度） 

平成31年度 「東京都福祉のまちづくり推進計画」策定（平成31年度～令和５年度） 

令和６年度 「東京都福祉のまちづくり推進計画」策定（令和６年度～令和10年度） 

        ５つの視点 

① 誰もが円滑に移動できる交通機関や道路等のバリアフリーの 

更なる推進 

② すべての人が快適に利用できる施設や環境の整備 

③ 誰でもスムーズに入手できる情報バリアフリー環境の構築 

④ 共生社会実現に向けた心のバリアフリーの理解促進 

⑤ 誰一人取り残さないための災害時・緊急時の備え 
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説明は以上となります。 

○委員長 ありがとうございました。 

 地域福祉に関することですが、かなり範囲が広いので、当委員会において関連する法や

施策に関する動向を説明していただきました。専門でいらっしゃる副委員長から何か追加

されることはございませんか。 

○副委員長 膨大な情報で大変だったと思いますが、かいつまんで補足いたします。 

 ３ページの「孤独・孤立対策の重点計画」については、次期計画の中では、コロナ禍以

降、孤独・孤立の問題は非常に深刻です。高齢者の閉じこもりの問題が注目されがちです

が、20代30代の若者の孤独・孤立が問題となってきており、重点計画でも指摘されていま

す。こういったところにも関心を持ち、次期計画で検討していただきたいと思います。 

 ４ページの「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」では、居住支援につい

て中間取りまとめで重視され法改正されているため、先ほどはとても大事な議論がなされ

たと思います。 

 ５ページの「こども基本法」について、こども家庭支援センターができるといったこと

は、東京都は先を行っていますのでよろしいと思います。 

 ７ページの成年後見については前回お話ししたとおりです。 

 ９ページの再犯防止については、高齢者や障害者の再犯率が非常に高いため、それをど

う考えていくのかを次期計画の中で検討していく必要があると思います。 

 14ページのバリアフリーについては、令和２年に、小学校中学校にバリアフリーの規定

がようやく入りました。このことは、災害時に避難所をつくる際に大きな意味を持ちます。

資料の「(3)バリアフリー基準適合義務の対象拡大」に記載されています。阪神淡路大震災

の頃から言ってきたのですが、ようやくここで入りました。階段しかなかった所にエレベ

ーターが付くということですから大事なことです。障害のあるお子さんが学校に通うこと

も含め、インクルーシブ教育の一つのきっかけになるかもしれない重要なテーマです。 

 もう一つ大事な議論になりそうなのは、民生委員に関することです。５月12日にＮＨＫ

に出演いたしましたが、そこでは、ある区で民生委員の居住要件を外してほしいという要

望があったため、居住要件を見直す検討会が立ち上がるということが取り上げられました。

そこに住んでいない方が民生委員になるわけですから大変なことです。これははたしてい

いことなのかどうかという議論が始まります。そういったことは地域福祉には重要なこと

で、東京都では民生委員24万人のうち1万3000人の欠員が出ているということもあり、おそ

らく特例として認める議論になると思います。そのようなことも民生委員の動きとしてア

ンテナを張っていただきたいと思います。 

 他にも生活支援コーディネーターの件等いろいろありますが、このくらいにしておきま

す。 

○委員 居住要件を外す件については、都民連（東京都民生児童委員連合会）の常務委員

として先日耳にしました。港区長から発言があったようですが、港区の代表会長も反対で、

都民連としては反対しています。３年住んでようやく地理を覚えられるという感じですか

ら、３か月居住したら民生委員になるということは無理だと申し上げています。 

○副委員長 そういった意見が多い一方で、都営住宅のあたりでは民生委員の欠員がかな
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りあり、一人の委員がたくさんの地区を担当するということも出てきています。地域福祉

の大事な基本になりますので、そういったことを議論するということです。 

○委員長 それでは、時間も少なくなってきましたので、御意見や御質問があれば１つ２

つ頂戴したいと思います。特にないようなので、せっかくですので練馬区の重層的支援体

制整備事業を来年度から取り組むとお聞きしていますが、今の準備状況はどのようになっ

ているのでしょうか。 

○生活福祉課長 今回の施策の根幹は、複合的な課題を抱えながらどこにもつながらない

人をしっかりと支援につなげていくために、重層的支援体制整備事業を使って支援のネッ

トワークを密にしていくことであると考えています。場所を増やし、人を増員していくわ

けですが、既存のものやこれから取り組んでいこうとしている民間の方々とのネットワー

クを強化していくことも必要です。また、財源の調整も必要となってくるため、横串を入

れて取り組み、次年度以降も充実させていきたいと思っています。 

○委員長 これは大改革です。いろいろな相談機関がありますが、それほど相談の入口は

多いのですが、その入口に至るまでに、地域活動の中から生活課題を抱えている方を見つ

け、支援につなげていくということが重要です。しかも、今までは対象の方ごとに窓口が

決められていましたが、今後はそういった区分けを取り払い、横串を刺していくというこ

とです。そのような流れを練馬区は用意しているという説明でした。 

 それでは、次第４の「次期練馬区地域福祉計画の策定について」説明をお願いいたしま

す。 

○地域福祉係長 資料４－１、４－２を御覧ください。 

資料４－１は「次期練馬区地域福祉計画の策定について」になります。 

１ 計画策定理由 

現行計画が今年度までであるため、今年度中に次期計画を策定します。 

２ 計画期間 

現行計画は５年間でしたが、次期計画は「第３次みどりの風吹くまちビジョン」戦略計

画の終期に合わせ、令和10年度までの４年間とします。また、本計画と連携している社会

福祉協議会の地域福祉活動計画についても、次期計画は計画期間を４年間として進めてい

ます。 

３ 計画の位置づけ 

「第３次みどりの風吹くまちビジョン」の個別計画であり、社会福祉法に規定する計画

です。 

「福祉のまちづくりの推進に関する計画」と「成年後見制度利用促進基本計画」の２つ

の計画が現行計画に包含されています。 

「重層的支援体制整備事業実施計画」と「地方再犯防止推進計画」の２つの計画を次期

計画に包含していきます。 

下の図は、計画の位置づけを表したものです。左側の東京都の計画や社協の地域福祉活

動計画と連携を図っていきます。また、右側の区が策定している福祉に関わる計画とも関

連を持たせていきます。 

４ 計画の検討体制 
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図の左側の「推進委員会・部会」と右側の区の関係部署で構成する庁内検討委員会とで

情報を共有しながら計画内容の検討を進めます。 

計画策定後の来年度以降は、計画の取組状況の点検や評価等進捗管理を行っていきます。 

２ページの下段以降は、関連条文となっていますので、お目通しください。 

資料４－２「次期練馬区地域福祉計画策定の全体スケジュール」をご覧ください。 

計画推進委員会の欄が親会の今後の予定です。 

１回目 本日５月23日 次の案件で計画の体系案を説明 

２回目 ６月     施策１の取組内容の検討 

３回目 ７月     施策２の検討 

４回目 ８月     区長への提言「意見まとめ案」を確認 

５回目 11月     素案の検討とパブリックコメントについて、 

６回目 １月     計画案の検討 

本日を含め６回の開催を予定しております。 

部会は３回、庁内検討委員会も３回を予定しております。 

３月の計画策定に向けて、このようなスケジュールで進めていきたいと考えております。

よろしくお願いいたします。 

○今井委員長 ありがとうございます。 

 スケジュールについての説明がありましたが、全体の体系についても説明をお願いでき

ますか。 

○地域福祉係長 資料５をご覧ください。 

次期計画の体系案について説明いたします。 

現行計画との大きな変更点は、現行計画では５つの施策としているものを、次期計画は

施策３・４を一体化し、全体で４つの施策としている点です。 

理念 

「共感」「協働」「安心」の３つの理念については、現行計画と同様としています。多様

性への気づきを広げ多様な意見を取り入れ、区民との協働の取組を進め、子どもから高齢

者まで必要な支援を行うことの３つの理念をもとに策定します。 

目標 

区のビジョンの方向性に合わせ、「だれもが安心して心豊かに暮らせるまち」としていま

す。 

施策 

目標を達成するため、４つの施策に取り組みます。 

施策１ 区民との協働と地域の支え合いの推進 

施策２ 安心して生活できる環境の整備 

施策１・２の取組の中に、重層的支援体制整備事業と再犯を防ぐための施策を盛り

込んでいきます。 

施策３ ハード・ソフト両面からのユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

現行計画では、施策３をハード面のまちづくり、施策４を多様な人の社会参加に対

する理解の促進とし、施策を分けていましたが、福祉のまちづくりは、ユニバーサル
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デザインの理念に基づき、ハード整備と連動したソフト対策を進めていく必要がある

ことから、共生社会の実現に向けた施策を一体的に推し進めるため、統合したいと考

えています。 

施策４ 権利擁護が必要な方への施策 

現行計画の施策５と同様です。 

重点取組 

現行計画と同様に各施策にそれぞれ３つの取組項目を設けています。 

＜施策１＞「区民との協働と地域の支え合いを推進する」 

取組項目１「地域の福祉力を支える担い手を応援する」 

現行計画にも位置づけていた、町会・自治会や民生・児童委員活動の活性化に向けた

取組に加え、再犯防止の取組として、保護司活動への支援や社会を明るくする運動の取

組、地域と連携して防犯活動を進めていく取組として、防犯パトロールや防犯カメラの

設置費用助成等を位置づけていきたいと考えています。 

取組項目２「地域・社会とのつながりを支援する」 

居場所支援と社会とのつながりに関する事業を位置づけます。ここに、「街かどケアカ

フェ」や「練馬こどもカフェ」等の居場所支援に関する事業や、社会参加が難しくひき

こもり状態にある方等を対象とした参加支援事業、地域福祉コーディネーターの取組等

を位置づけていく予定です。 

取組項目３「区民の地域課題を解決する力を引き出す」 

主に「つながるカレッジねりま」「練馬つながるフェスタ」「ねりま協働ラボ」等の支

援事業が位置づくと考えています。 

＜施策２＞「誰もが安心して生活できる環境を整える」 

取組項目１「一人ひとりの特性に応じた支援を推進する」 

ここには、属性や世代を問わず、支援を必要としている人の相談を受け止め、課題を

抱えている人に対しては、関係機関と連携し、アウトリーチや生活困窮者支援、就労支

援、住まい確保支援等に取り組む事業を位置づけることを考えています。 

取組項目２「質の高い福祉サービスを安定的に提供する」 

現行計画と同様に、福祉介護の人材育成事業や事業者の指導検査に関する取組等を位

置づけます。 

取組項目３「災害時の要支援者対策を充実させる」 

現行計画と同様に、避難行動要支援者対策等の取組を位置づけます。 

＜施策３＞「ハード・ソフト両面からのユニバーサルデザインのまちづくりを推進する」

現行計画の施策３と施策４を一体化した取組になります。 

取組項目１「だれもが安心・快適に利用できる施設を増やす」 

主に現行施策３で取り組んでいる事業を継続して位置づけ、合理的配慮や適正利用・

適正管理に関する内容も盛り込み、建築物におけるハード・ソフト両面からのバリアフ

リーを推進します。 

取組項目２「相互理解を促進し、だれもが社会参加しやすいまちをつくる」 

区民や事業者に対し、バリアフリーやユニバーサルデザイン、多様な文化に関する理
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解を深めるための取組事業を位置づけます。また、人材育成においては、合理的配慮の

提供に関する理解促進・普及啓発にも取り組みます。 

取組項目３「だれにでも伝わる・だれもが使える情報を充実させる」 

区の各課で取り組んでいる事業を中心に、社会参加のために必要な情報の入手・活用

等に関するユニバーサルデザインの充実を位置づけていきます。 

＜施策４＞「権利擁護が必要な方への支援を充実する」 

現行計画施策５と同様の形としています。 

取組項目１「成年後見制度利用支援を充実する」 

成年後見制度の利用支援、ネットワークの構築、周知・啓発の取組を位置づけます。 

取組項目２「法人後見や市民後見人等の活用を推進する」 

法人後見や市民後見人、親族後見人への支援事業等の現行の事業を継続します。 

取組項目３「権利擁護に関連する支援事業を充実する」 

権利擁護に関連する事業として地域福祉権利擁護事業等の事業を位置づけていきます。 

以上、体系案について説明いたしました。次回の親会で、各取組項目にどういった事業

を位置づけるかを示していきたいと考えています。 

○委員長 ありがとうございました。 

 少しボリュームがありましたが、御意見や御質問を頂戴したいと思います。 

○委員 防犯カメラの話があったと思いますが、よく聞き取れなかったためもう１度説明

をお願いします。 

○地域福祉係長 施策１で取組項目１「地域の福祉力を支える担い手を応援する」の中に、

再犯防止の取組として防犯パトロールや防犯カメラの設置費用の助成等の事業を現在行っ

ており、地域と連携して防犯活動を推進していく取組をこの中に位置づけていきたいと考

えております。 

○委員 「手をつなご」の施設では、所管課からカメラを設置してはどうかという話があ

りましたが、事業を実施する主体としては非常に違和感がありました。また、来所される

方やサービスの利用者からいろいろな意見をいただいたのでお伝えしたいと思います。保

育園等の施設の中に向けてカメラを設置することに対しては、非常に抵抗があるというこ

とです。それは職員からも言われました。防犯ということでは意味のあることだとは思い

ますが、監視されているようで、福祉の担い手として働いている職員にとっては、やりた

いことが十分にできないのではないか、ちょっとしたことが犯罪と疑われるのではないか

という懸念があるようです。また、外に向けたカメラについては、来所していることがわ

かってしまうのではないかという懸念があるという意見が多数の利用者から聞かれました。

今後、防犯カメラの設置の助成はいいのですが、例えばコンビニ事業者等を中心に行うほ

うがいいのではないかと思います。今日のニュースでもありましたが、今後日本版ＤＢＳ

が導入されていくと思います。すでに、保育園や保育事業者に対し、特定取消者の検索シ

ステムが動いていますが、これについても職員からは懸念の声が挙がっています。子ども

を中心に考える事業者としてはどうしても犯罪歴、特に性犯罪歴ということに関しては注

目しなければなりません。ありがたいシステムであると同時に、法の施行前に雇っている

人たちに対してはシステムが使えないことは周知されていない状態です。こうした中で、
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今後防犯カメラやＤＢＳの話が出てくると、事業者としてはやりにくいところがあります

ので、その辺への配慮をお願いします。 

○委員 現場でカメラの付いている所をいくつも知っており、私の職場にも付いています。

見られているという職員の抵抗感があるのは事実ですが、カメラが付いているところが増

えているため、そういった声は聞かなくなってきたように思います。カメラは、犯罪の防

止のみならず、事故等の検証にも有効です。裁判になる事例の場合、職員を守る有効な１

つの手段であるというふうにも見ていただきたいと思います。 

○福祉部管理課長 カメラについてはさまざまな御意見があるかと思います。先ほどの事

務局からの説明は、すでに地域と連携した防犯活動として防犯カメラの設置について町会

等に助成している事業があり、その事例について挙げたものです。施設にカメラを付ける

といったことに直接言及しているものではありませんので御承知おきください。さまざま

な御意見を加味し、検討していきたいと思います。 

○委員長 カメラについては、高齢者の施設では、職員を守るために付けると考えている

事業者もおり、逆にそれが監視につながるといういろいろな意見が出ています。良い悪い

の結論は出ていませんが、議論としては大変重要な議論です。そういった所に区が助成し

ていくといった話ではなく、あくまでもパブリックな部分ということだと思います。 

○委員 私どもの町会にはカメラが２か所付いています。道を通っていると、カメラがあ

ることはわかるのですが、せっかく付けているのですから、付いていることを電柱に表示

してくれると助かります。事故があったりすると、警察から見せてほしいと依頼されます

が、個人情報を開示していいものかといつも不安に思いながら仕方なくデータを渡してい

ます。その辺についてはどのように考えればいいでしょうか。 

○福祉部管理課長 カメラが設置されている場所は、基本的には表示されているものとい

う認識です。 

○委員 ぶら下がっているだけです。 

○福祉部管理課長 「近くに防犯カメラ作動中」等の表示が多いようです。所管である危

機管理課でお願いしていると思いますが確認します。 

 警察の開示要求についての不安についても所管に伝えます。 

○生活福祉課長 防犯カメラの情報を警察に提供していいのかということですが、福祉事

務所でも同様の提供依頼を受けます。法制度的には「捜査関係事項照会書」を受け取ると、

それは刑事的な法令に基づいたものであるため協力する義務があります。我々の事務所で

は、書面をいただいた上で情報を提供するように努めています。 

○委員 やはり交通安全等いろいろありますから、警察であればある程度協力しなければ

ならないのではないでしょうか。 

○生活福祉課長 断らずに書面で依頼していただくようなやり取りはしようということで

す。 

○委員 ものの見方ということがあり、どのアングルから見るかによって見方が変わって

きます。これはどちらも正しくどちらも間違っているということになりますから、ケース

バイケースで運用していくしかないと思います。 

○委員長 カメラの件はいろいろな御意見があり、捉える立場によっても違ってきます。



令和 6 年 5 月 23 日（木）練馬区地域福祉計画推進委員会会議録 
                                           

- 21 - 

地域福祉計画にどこまで載せられるかはわかりませんが、所管にお伝えください。 

○委員 資料５で、居場所づくりや誰もが参加しやすくする上での課題として「移動」の

問題が大きいのではないかと思います。車や交通機関がなかったりするハード面や、ひき

こもりの方へ声掛けをして一緒に行く等のことについても、今後検討していただきたいと

思います。 

○高齢者支援課長 高齢者の移動サービスに関しては、障害も含め、リフト付きのタクシ

ー等を使用しています。民間の力を借りながら必要な方にサービスを届けていきたいと考

えています。移動サービスについて計画の中にどのような形で入れていくかは、皆様の御

意見を伺い内部でも調整しながら進めていきたいと思います。 

○委員長 大事な視点です。今はまだ不便な場所が結構ありますから、そういった所を漏

れなく支援していただきたいと思います。 

○委員 障害のある子どもと健常の子どもは昼間は学校で別々に過ごしますが、放課後は

一緒に過ごします。不便な所ということでは、放課後児童支援を空き教室で実施していま

すが、安全である所は少ないです。このような場所も地域福祉計画の中で議論される分野

なのでしょうか。 

○福祉部管理課長 地域福祉計画で取り扱う範疇の内容と考えます。どのように計画に落

とし込めるかについてはご意見をいただきながら考えていきたいと思います。 

○委員長 地域福祉計画は、さまざまな関連計画の上位計画であり、それぞれの計画の重

要なところをかいつまんで書いていくと同時に、そこでは盛り込めないような内容を入れ

ていかなければなりません。子どもの安全で安心な居場所づくりも１つの視点として盛り

込んでいくと認識しています。しかし、関連計画の中身を全部入れるとかなり分厚い計画

になってしまうため、皆様の御意見をいただきながら、適度な内容のものをつくっていき

たいと思います。 

○委員 皆さんのお話はそのとおりであると思いましたが、障害者側としては、地域の中

で孤独であったりひきこもったり、行き先がどこにもなかったりすることがあり、記載さ

れている反対側にいるように感じました。障害者も健常者も一緒になって計画をつくって

いかなくてはならないと思いました。差別されたり人権を無視されたりする状況の中で育

ってきており、地域の中に出てこられるようになったため出てきたのですが、やはり買い

物をするにも信号を渡るにも大変です。支援制度をいろいろつくっていただいても、隣の

人と一緒に何かをすることがない限り楽しくありません。コーディネーターを増やす等が

記載されていますが、本当は障害者と健常者とが同じ生きる場を持っていなければいけな

いと思います。支援される側としては仲間はずれにされている感じがしました。このよう

な会議においては、障害者や高齢者の人数を増やし、意見を聞くことも必要ではないかと

思います。 

○委員長 立場ということでは、聞く側と伝える側では聞こえ方が変わってくるという貴

重な御意見でした。委員の名簿については基本的には今期はこのままやっていくというこ

とになると聞いていますが、当事者の状況や生活を踏まえた御意見を頂戴したいと思いま

す。 

 次回も議論を重ねていくことになりますので、次第６の「次回日程」について事務局か
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ら説明をお願いします。 

○地域福祉係長 次回の日程は、次第に記載があるように、 

令和６年６月27日（木）午後６時から 区役所アトリウム地下多目的室 

で行います。御出席のほどよろしくお願いいたします。 

○副委員長 最後に委員の御発言を聞き、ピリッと背筋が伸びたような気がしました。や

はり、当事者の思いをしっかりと軸にしていかないと計画づくりはやってはいけないとい

う思いを新たにしたところです。そういう意味でも皆さんは発言されていると思いますの

で、改めてそういうことを大事にしながら計画づくりをしていきたいと思います。当事者

の皆さんがつくり出す居場所ということも大事になってきていますので、そんなことも議

論できたらいいと思います。 

 練馬区は福祉人材育成センターをつくっていますが、それは素晴らしいことです。その

成果の見える化ができたらいいと思います。民間の人材派遣会社が１人雇うとウン十万と

いう手数料を取っていくそうです。現場が大変な思いをされているので、練馬が先んじて

やってきていることはとても大事なことです。 

 今日は重要な議論ができたと思います。ありがとうございました。 

○委員長  

 それでは本日の推進委員会を終了いたします。遅い時間までありがとうございました。

次回もよろしくお願いいたします。 


